
桐生の教育史をたどる
【学制その５】

｢資料室だより(No.２)｣で紹介したように､桐生

で最初にできた学校は｢桐生学校｣でした｡明治６

年10月７日のことです｡校舎は浄雲寺の一角を

借用しての開校でした｡このとき､学区取締(学制

成立時における地方の教育行政担当者で県令が

任命した)金谷九十郎から浄運寺あてに､下記のよ

うな通達が出されています｡

「学校設立相成候ニ就而者生徒授業時間午後三

時限リニ付檀家之もの新喪葬式ハ自今午後三時

ヨリ相心得可申候事但一六其他休暇日ハ其限ニ

アラズ」

学校業務が寺の業務より優先したことが分か

ります｡江戸時代､寺子屋が文字通り寺にあった
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No.１２ 令和４（２０２２）．４．１
発行 桐生市教育資料室
桐生市小曽根町１－９ (西小学校内)

電話･FAX ０２７７(４３)３１７１

頃は､おそらく寺が優先だったと思われますか

ら､貸し出した寺の方も面食らったことと思われ

ます(但し､浄雲寺に寺子屋はありませんでした)｡学制発

布当初は､寺院の一角を借りて開校という学校が

ほとんどでしたので､上記のように学校の休日を

除いて､葬儀はすべて三時過ぎからとなると不便

も生じたことが推測されます｡そこで､県として

はなるべく早く近代教育を行うのにふさわしい

校舎を建設するように奨励していました｡

では､近代教育にふさわしい校舎とは､どんな

校舎だったのでしょう｡当時の学校建築の基準

(通達は標的となっています)を下に示します｡少し

長いのですが､全文を『桐生市教育史(上巻)』

128ページから引用転載します｡

明治時代の法律や通達等は､漢字カタカナ混淆

文で書かれています｡加えて旧字が使われていた

り､言い回しが現代と異なっていたりするので読

みづらいかと思いますが､ちょっと辛抱してお読

みになってみてください｡<学制その6へ続く>

☆参考『桐生市教育史』
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